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第１章 計画策定に当たって 

１ 策定の趣旨 

  令和元年６月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下「障害者雇用促進法」とい

う。）が改正され、国及び地方公共団体が率先して障害者を雇用する責務が明示され、厚生

労働大臣が作成する指針に即して、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関する計画」（以下「障害者活躍推進計画」という。）を作成することが義務付

けられました。  

  本市においては、障害者雇用促進法第７条の３第１項の規定に基づき、令和２年度から 

令和７年度までを計画期間とする「土浦市障害者活躍推進計画」を策定し、障害のある職 

員がその有する能力を発揮して職業生活において活躍することを推進するための取組を実 

施してまいりました。 

 ますます高度化、多様化する行政課題に的確に対応し、市民サービスの向上を図るため

には、引き続き、様々な視点、経験、価値観を持った多様な人材を活用し、組織の多様性を

高めることにより組織力の強化を図る必要があります。 

 このようなことから、障害のある職員を含む全ての職員が働きやすい職場づくりを目指 

して、「第２次土浦市職員障害者活躍推進計画」を策定いたしました。 

 今後は、この計画に基づき、障害のある職員の更なる活躍の推進に向けて取り組んでま 

いります。 

 

２ 計画の策定主体 

障害者のある職員の活躍の推進に向けて全庁的に取り組んでいくため、各任命権者が一

体的となって計画を策定します。また、各種取組の実施や進捗管理については、各任命権

者が互いに連携を図りながら進めてまいります。 

なお、消防職員については、採用区分が異なること等を踏まえ、別に障害者活躍推進計

画を策定することとしますが、他の機関と連携を図りながら各種取組を実施してまいりま

す。 

 

３ 計画期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間 

 

 ※計画期間内においても、毎年度、取組状況等を把握・検証し、必要に応じて計画の見直 

しを行います。 
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４ 計画の対象となる職員 

計画の対象となる職員は、障害者雇用促進法第２条第１号に掲げる障害者である職員（会 

計年度任用職員を含む。）であって、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。） 

その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又 

は職業生活を営むことが著しく困難なものとします。 

 

５ 周知・公表 

この計画は、全職員に周知するとともに、市のホームページ等で公表します。 

また、数値目標の達成状況及び計画に掲げる取組の実施状況等についても、毎年度、周 

知・公表します。 
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６ 障害者の活躍推進に係る課題 

本市の障害者活躍推進に係る課題は、以下のとおりです。 

 

（１） 採用（障害者雇用率）に関する課題 

本市では、障害のある職員を継続的に採用しており、令和７年６月１日時点で、障害者

の雇用率は３．４５％であり、法定雇用率（２．８％）を達成しています。 

しかしながら、法定雇用率が段階的に引き上げられることを踏まえ、引き続き、障害者

の採用を積極的に実施します。 

 

（２） 採用後の定着に関する課題 

本市では、近年、障害のある職員の不本意な離職は生じていませんが、引き続き、安定

して働ける職場環境づくり等を通じ、不本意な離職を極力生じさせないよう努めます。 

 【不本意な離職】本人の責によらない職場環境への不適応を原因とする離職など 

 

（３） 働きやすさの満足度に関する課題 

令和７年１１月に実施した「障害のある職員の働きやすさに関するアンケート」にお

いて、「現在の職場（土浦市役所）に満足していますか。（全体的な満足度）」について、

「たいへん満足している」又は「まあまあ満足している」と回答した職員の割合は、 

７９．３％でした。  

アンケートの結果を踏まえ、障害のある職員が、障害特性や個性に応じて能力を発揮

することができ、これまで以上に、障害者にとって満足度の高い職場づくりを目指します。 

 

（４） 障害に対する理解度向上に関する課題 

令和７年１１月に実施した「障害のある職員の働きやすさに関するアンケート」にお

いて、「土浦市の職員は、障害に対する理解が進んでいると思いますか。」について、「進

んでいると思う」又は「まあまあ進んでいると思う」と回答した職員の割合は、５５．

２％でした。 

アンケートの結果を踏まえ、全ての職員が障害に対する理解を深め、これまで以上

に、障害者が働きやすい職場づくりを目指します。 

 

（５） 障害に関する相談体制等に関する課題 

令和７年１１月に実施した「障害のある職員の働きやすさに関するアンケート」にお

いて、「障害に関する相談体制等（遠慮なく相談できる環境、相談方法の周知など）に満

足していますか。」について、「たいへん満足している」又は「まあまあ満足している」

と回答した職員の割合は、５５．２％でした。 

アンケートの結果を踏まえ、障害のある職員が安心して相談できる体制を整えるとと 

もに、相談方法を周知することにより、これまで以上に、相談しやすい環境等の整備を 

行います。 
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第２章 障害者の活躍推進に向けた目標 

 

  本市の障害者の活躍推進に係る課題を踏まえ、各機関の共通目標として次の４つの目標

を設定します。 

また、目標達成状況については、各任命権者の担当課長等で組織する庁内検討委員会で

点検を行い、各任命権者が連携を図りながら取組を進めてまいります。 

 

１ 採用（障害者雇用率）に関する目標 

目 標 毎年６月１日時点で法定雇用率以上とする。 

評 価 方 法 毎年６月１日時点の障害者任免状況通報において、把握・進捗管理を

行う。 

 

２ 採用後の定着に関する目標 

目 標 安定して働ける職場環境づくり等を通じ、不本意な離職を極力生じさ

せない。 

評 価 方 法 毎年の障害者任免状況通報の時点において、前年度の採用者の定着状

況の把握・進捗管理を行う。 

  【不本意な離職】本人の責によらない職場環境への不適応を原因とする離職など 

３ 働きやすさの満足度に関する目標 

目 標 令和１２年度までに、障害のある職員の働きやすさに関するアンケー

トにおける、「現在の職場（土浦市役所）に満足していますか。（全体的

な満足度）」について、「たいへん満足している。」又は「まあまあ満足

している。」と回答する職員の割合を８５％以上とする。 

評 価 方 法 
障害のある職員を対象とした仕事内容や相談体制に関するアンケート

を行う。 

 

４ 障害に対する理解度向上に関する目標 

目 標 令和１２年度までに、障害のある職員の働きやすさに関するアンケー

トにおいて、「土浦市の職員は、障害に対する理解が進んでいると思い

ますか。」について、「進んでいると思う。」又は「まあまあ進んでいる

と思う。」と回答する職員の割合を６０％以上とする。 

評 価 方 法 
障害のある職員を対象とした障害に対する理解度に関するアンケート

を行う。 
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第３章 障害者の活躍推進に向けた取組 

 

課題・目標・取組の体系 
 

課 題   
（１） 採用（障害者雇用率）に関する課題 (2) 採用後の定着に関する課題 

（３） 働きやすさの満足度に関する課題 （４） 障害に対する理解度向上に関する課題 

（５） 障害に関する相談体制等に関する課題   

       

目 標 

（１） 採用（障害者雇用率）に関する目標 （２） 採用後の定着に関する目標 

（３） 働きやすさの満足度に関する目標 （４） 障害に対する理解度向上に関する目標 

       

取 組 

１ 障害者の活躍を推進する体制整備 

 （１） 庁内推進組織の設置等 

  ① 障害者の活躍推進に関する庁内検討委員会の設置    ② 障害者雇用推進者の選任 

 （２） 相談体制の整備 

  ① 障害者職業生活相談員の設置           ② 庁内相談窓口の設置    

  ③ その他の相談窓口の活用              ④ 障害に関する相談体制に関するアンケートの実施 

 （３） 障害に対する理解の促進 

  ① 一般職員の理解の促進  ② 管理監督者の理解の促進 

  ③ 障害に対する理解度に関するアンケートの実施 

２ 障害者の活躍の基本となる職務の選定・マッチング 

 （１） 採用前面談の実施  （２） 管理監督者との面談の実施 

 （３） 人事担当者との面談の実施  （４） 職務の掘り起こし 

 （５） 働きやすさに関するアンケートの実施  （６） 障害特性を考慮した人事配置 

３ 障害者の活躍を推進するための環境整備 

 （１） 施設や就労支援機器等の整備  （２） 作業マニュアルの整備 

 （３） 多様で柔軟な働き方の推進   

  ① ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制やﾃﾚﾜｰｸの活用  ② 休暇制度の整備  ③年次休暇等の取得促進 

４ 障害者の活躍を推進するための人事管理 

 （１） 募集・採用における取組   

  ① 募集時の取扱い   ② 採用試験時の配慮 

  ③ インターンシップの受入れ   

 （２） キャリア形成に向けた取組   

  ① 研修を通じた能力・意欲向上   ② 育成面談・目標管理面談等 

  ③ 意向調査の実施   ④ 会計年度任用職員のキャリア支援 

 （３） その他の人事管理における取組   

  ① 中途障害への支援   ② ストレスチェック制度の活用 

５ 優先調達等   
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１ 障害者の活躍を推進する体制整備 

障害者の活躍推進に向けた取組を持続的・継続的に進めていくため、推進体制を整備し、

計画策定から取組の推進・見直しについて、PDCA サイクルの確立を図ります。 

また、障害のある職員が職場の管理監督者や相談窓口等に相談しやすい体制を整備し、

相談窓口等の周知徹底を図るとともに、全ての職員が障害に対する理解を促進するための

取組を実施します。 

 

（１） 庁内推進組織の設置等 

 

 ① 障害者の活躍推進に関する庁内検討委員会の設置 

   各任命権者の担当課長（障害者雇用推進者）、行政経営課長、人権推進課長及び障害福 

祉課長等で構成する「障害者の活躍推進に関する庁内検討委員会」を設置し、毎年度、 

取組状況を把握・検証します。委員会における検討に当たっては、障害のある職員に対 

して広く参画を求めます。 

 

② 障害者雇用推進者の選任 

   障害者雇用促進法第 78 条第１項の規定に基づき、障害者雇用推進者を、以下の 

とおり選任し、互いに連携を図りながら全庁的な取組を推進します。 

 

障害者雇用推進者 機 関 

人事課長 市長事務部局 

議会事務局 

農業委員会事務局 

選挙管理委員会事務局 

監査委員事務局 

公平委員会事務局 

固定資産評価審査委員会事務局 

教育総務課長 教育委員会事務局 

消防総務課長 消防本部 
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（２） 相談体制の整備 

 

 ① 障害者職業生活相談員の配置 

   障害者雇用促進法第 79 条第２項の規定に基づき、市長事務部局及び教育委員会事務 

局に「障害者職業生活相談員」を配置します。 

障害者職業生活相談員は、障害に対する理解を深め、障害のある職員を適切に支援す 

  るため、必要な研修を受講することとします。 

 

② 庁内相談窓口の設置 

   障害のある職員や、職場で支援を行う管理監督者等が相談できる窓口を人事課内に 

設置します。相談窓口においては、面談・電話・メール相談など、相談者の意向や状況 

等を踏まえた相談しやすい体制を整備するとともに、これらの相談先を年１回以上、全 

職員に周知します。 

  

③ その他の相談窓口の活用 

   労働局や公共職業安定所（ハローワーク）など外部の支援機関の相談窓口についても 

職員に周知し、活用を促進します。 

 

④ 障害に関する相談体制に関するアンケートの実施 

 障害のある職員を対象とした働きやすさに関するアンケートの実施により、障害に関 

する相談体制の満足度を把握し、相談しやすい体制づくりに努めます。 

 

（３） 障害に対する理解の促進 

 

 ① 一般職員の理解の促進 

   障害者に対する適切な対応・配慮ができるよう、全職員を対象として障害者差別解消 

法に関する研修会を実施するとともに、新規採用職員に対する精神・発達障害しごとサ 

ポーター研修を実施するなど、障害に対する理解の促進を図ります。 

 

 ② 管理監督者の理解の促進 

   管理監督者は、障害のある職員を支援する立場にあり、管理監督者による職務状況の 

把握や面談を通じて、職務との適切なマッチングを図ることが重要となることから、職 

場における障害者の活躍推進に係る制度を周知するとともに、障害のある職員の所属長 

に対し、当該職員の障害特性等に関する情報を共有し、適切な支援や配慮を行います。 

 

③ 障害に対する理解度に関するアンケートの実施 

   障害のある職員を対象とした働きやすさに関するアンケートの実施により、職員の障 

害に対する理解度の状況を把握し、職員の障害に対する理解の促進に努めます。 
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２ 障害者の活躍の基本となる職務の選定・マッチング 

障害のある職員一人ひとりの特性・能力と職務との適切なマッチングにより、可能な限

り本人の意向を踏まえた上で、本人に合った業務の割振りや職場の配置を行います。 

 

（１） 採用前面談の実施 

障害者職業生活相談員の同席のもと、内定者に対する採用前面談を実施するなど、職員 

一人ひとりの障害特性や能力、希望等を踏まえ、適した業務等を確認します。 

本人が希望する場合は、「コミュニケーションシート」を活用し、採用後に配属される 

所属長と障害特性等に関する情報を共有し、適切な支援や配慮を行います。 

 

（２） 管理監督者との面談の実施 

採用後も、所属の管理監督者による面談等を通じて、障害者一人ひとりの障害特性や能

力、希望等を把握し、職務との適切なマッチングを推進します。 

 

（３） 人事担当者との面談の実施 

人事担当者による面談を通じて、職員一人ひとりの障害特性や能力、希望等を把握する

とともに、必要に応じて、職員の管理監督者と連携を図り、課題の解決に取り組みます。 

 また、職員が希望する場合は、産業医面談を実施します。 

 

（４） 職務の掘り起こし 

障害のある職員の職務遂行状況等に応じた継続的な職務の選定（既存業務の切出し等）・

創出（新規業務の創出等）について検討します。 

 

（５） 働きやすさに関するアンケートの実施 

障害のある職員を対象とした働きやすさに関するアンケートの実施により、仕事内容や 

 業務量などの状況を把握し、ミスマッチが生じていればその解消に努めます。 

 

（６） 障害特性を考慮した人事配置 

 可能な限り本人の意向も踏まえた上で、職員一人ひとりの障害特性や能力を考慮した人

事配置に努めます。 

  

【コミュニケーションシート】 

障害のある方が、働く上での自分の特徴や希望する配慮などを整理し、就職や職場定着に

向け、支援機関や職場と必要な⽀援などについて話し合う際に活用できる情報共有ツール 
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３ 障害者の活躍を推進するための環境整備 

障害のある職員が意欲を持って、その有する能力を発揮できるよう、安心して働ける職

場環境を整備します。 

 

（１） 施設や就労支援機器等の整備 

障害特性に配慮し、過剰な財政負担とならない範囲で施設の改修や就労支援機器等の 

整備を行います。 

 

（２） 作業マニュアルの整備 

障害のある職員からの要望を踏まえ、作業マニュアルのカスタマイズ化やチェックリス

トの作成、作業手順の簡素化や見直しを行います。 

 

（３） 多様で柔軟な働き方の推進 

 

 ① フレックスタイム制やテレワークの活用 

   フレックスタイム制やテレワークなどの活用が可能な職員については、制度の活用 

を推進します。 

 

 ② 休暇制度の整備 

   障害に係る通院と仕事の両立を支援するため、身体障害に係る療養休暇クーリング制 

度の特例を設けるとともに、療養休暇その他の休暇制度の案内を行います。 

 

③ 年次休暇等の取得促進 

   ワークライフバランスの実現等を図るため、年次休暇等の取得を促進します。 
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４ 障害者の活躍を推進するための人事管理 

障害のある職員の採用に当たっては、厚生労働省が示している「障害者差別禁止指針」 

及び「合理的配慮指針」等を十分に踏まえて対応します。また、採用した後も、OJT や各 

種研修、人事異動等を通じて、計画的なキャリア形成を図ります。 

 

（１） 募集・採用における取組 

 

 ① 募集時の取扱い 

職員の募集に当たっては、障害者雇用促進法の趣旨を踏まえ、以下の取扱いを行いま

せん。 

・特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定すること。 

・自力で通勤できることといった条件を設定すること。 

・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定すること。 

・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」といった 

条件を設定すること。 

・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施すること。 

  

② 採用試験時の配慮 

採用試験の実施に当たっては、あらかじめ試験の際の配慮事項などを聴取し、障害者

が安心して受験できるよう配慮します。 

 

 ③ インターンシップの受入れ 

市職員として働くイメージ形成を促進するため、障害のある学生のインターンシップ

を受け入れます。 
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（２） キャリア形成に向けた取組 

 

 ① 研修を通じた能力・意欲向上 

各種の職員研修を通じて、能力・意欲の向上や専門知識の取得促進を図ります。また、

研修を受講する際には、必要な合理的配慮を行います。 

 

 ② 育成面談・目標管理面談等 

   上司との育成面談や目標管理面談等を通じて、障害のある職員のキャリア形成に関す

る希望を把握するとともに、必要な指導や助言により能力開発を図ります。 

 

 ③ 意向調査の実施 

   毎年度、現在の勤務状況やキャリア形成に関する意向調査を実施し、必要に応じて人 

  事配置上の配慮を行います。 

 

 ④ 会計年度任用職員のキャリア形成 

   キャリアアップ志向のある会計年度任用職員に対しては、平等取扱いの原則及び成績

主義の原則に留意しつつ、採用試験の受験による常勤職員へのキャリアアップを支援し

ます。 

 

（３） その他の人事管理における取組 

 

 ① 中途障害への支援 

中途障害者（在職中に疾病・事故等により障害者となった者をいう。）について、円滑 

  な職場復帰のために必要な職務選定、職場環境の整備等や通院への配慮、柔軟な働き方、 

キャリア形成等の取組を行います。 

 

 ② ストレスチェック制度の活用 

   ストレスチェック制度の活用により、高ストレスとなった障害者を対象に産業医面談 

を実施し、必要に応じて医療機関への受診を勧奨します。 

 

５ 優先調達等 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律等を踏まえ、本市

で直接雇用するだけでなく、企業等における障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を推進

することが重要です。 

土浦市役所では、「土浦市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」に基づ

く障害者就労施設等への発注を通じて、障害者の活躍の場の拡大を推進します。 


